
大矢野庁舎、松島庁舎および各統括支所の４か所に設置しているエコステーション
は、家庭から排出される資源物の一部を回収する場所です。
事業ごみ、回収対象外の資源物、可燃ごみなどを排出する場所ではありません。不
適正な利用が続く場合は回収を中止します。必ずルールを守ってご利用ください。

【エコステーションに出せないもの・間違いが多い例】

※監視カメラを設置した場所もあり、ルール違反は不法投棄として警察に通報します

【回収対象の資源物】

プラスチック製品（不燃ごみ）、
びん類は排出できません

エコステーション(常設資源物回収場所)をご利用の皆様へ

ふた付きのペットボトル、金属
製のふた（不燃ごみ）は排出で
きません

発泡スチロール等緩衝材、ビ
ニール紐（可燃ごみ）は排出で
きません

ダンボール新聞紙・チラシ

雑誌・雑紙

◆汚れているもの、
においがきついもの、
紙以外の素材が含まれる
ものは不可
◆菓子箱、ティッシュ箱、
コピー用紙などは雑誌類
と一緒にしばって出す

紙パック

◆牛乳パック以外のもの
◆内側がアルミのもの

その他紙パック

アルミ・スチール缶

◆水ですすぐ
◆スプレー缶は不可

色付き可

ペットボトル

ラベルは
そのまま
でOK

◆水ですすぐ
◆キャップは外して「容器包
装プラスチック」へ

容器包装プラスチック

◆汚れは洗って出す
◆持ってきた袋から出して
回収容器へ入れる

出し方の詳細は
ごみ分別の手引き
を参照↓


